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≪令和7年度１月班長会議題 ≫

上小泉町内会

　新年あけましておめでとうございます。

　 　住民の皆様にはご家族お揃いで健やかな新年をお迎えのこととお慶び申しあげます。

　 　また、各班において新たに班長やその他班役員に就かれた皆様には、今年度班並びに

 　  町内会の 運営に絶大なご理解とご協力を賜わります様よろしくお願い致します。

(1)

① 町内会費の引き落としについて（別紙参照）

② ８０歳以上(昭和19年12月31日以前）の１人暮らし世帯は町内会費の免除対象です。

(2)

１．行事予定

① 初詣・縁起物販売 (水) 午前　０時～

② 元始祭・厄払い祈願 (木) 午前　8時～

③ なめりかわ二十歳の式典 (日) 午前 10時30分 ～

④ ※　新班長会 午後　1時～

⑤ 町内会定期総会 午後　2時

⑥ 地区理事会 (金) 午後　7時

⑦ 上小泉ふれあいほっとサロン (木) 午前　9時30分 ～

⑧ ２月班長会 (土) 午後　７時30分 ～

⑨ 地区連合会総会 (日) 午後　3時

⑩ 第1回福祉のあり方を進める会 (木) 午後　7時

⑪ 初宮委員会 (土) 午後　７時 ～

２．行事報告

① 市民カローリング大会 (日) 午前 9時～ 

② 12月班長会 (日) 午後 7時～

③ ほっとふれあいサロン (木) 午前　9時30分～

④ 西加積地区連合会理事会 (火) 午後　7時～

⑤ 厄年祓い説明会 (土) 午後 7時～

⑥ 児童クラブ クリスマス会 (日) 午前　9時～

⑦ (木) 午前　9時30分～

⑧ 町内会会計仮監査 (土) 午前　9時～

⑨ 町内会会計監査 (火) 午前　9時～

12月 1日 上小泉自治公民館

12月 5日 上小泉自治公民館

12月 1日

上小泉自治公民館2月 8日

行　　　事 実 施 日

北陸健康アリーナ

加積神社1月 1日

　1月 17日 西加積地区公民館

西加積地区公民館

1月 23日

12月 10日 西加積地区公民館

12月 14日

回覧

行　　　事 実 施 日 開 始 時 刻

開 始 時 刻

上小泉自治公民館

12月 15日 上小泉自治公民館

ほっとふれあいサロン

12月24日 上小泉自治公民館

2月 6日

“かみこいずみ　あなたの協力　増す笑顔”

場　　　所

場　　　所

1月12日現在の町内世帯数780世帯

令和7年1月12日

1月 ２日 加積神社

1月12日 (日)
上小泉自治公民館

上小泉自治公民館

2月 1日 上小泉自治公民館

町内会費納入等についてのお願い

令和７年度、班長会を進行して頂く班長会長・副班長会長を選任いたします。

上小泉自治公民館

　1月 12日 市民会館大ホール

上小泉自治公民館

12月19日 上小泉自治公民館

12月21日 上小泉自治公民館

2月 2日
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⑩ 年末警戒 (日)～31日(火) 午後7時～

3．各種当番

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

4．その他

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

※ 町内会の業務について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《　公民館清掃当番班　》

　　　　　６班

令和７年度、町内の新成人は、２７名です

27班

(金)

2月

12月29日 上小泉町内巡回

Ｒ７年　１ 月 ５班 　２ 月

2月

1月

1月

 公民館の使用には、事前の届出が必要です。届出は事務局員(高桑）が受付けます。

 各班の外灯に不具合がありましたら、班長さんを通じて町内会へ連絡して下さい。

新規入会や世帯員の変更について

　各班で新規入会や退会、世帯員の異動がありましたら、必ず報告して下さい。

耐震家屋調査について（別紙回覧参照）

27班12班

13班

17-1班 17-2班

26班

班でご不幸があった場合について

 班長さんを通じて町内会長(毛利 功☎ 090-3295-0020)まで、連絡して下さい

上小泉町内の外灯不具合について

２月の班長会は午後７：３０より公民館で開催します

10日

24日

27班

(金)

 本年成人を迎えられた方々に旧班長を通じて、御祝いの品を贈呈しました。

公民館の使用について

ごみの分け方・出し方の説明をいたします

・新公民館は、海抜13ｍ、最新の耐震構造です。情報・状況等で判断し
  避難所として活用して下さい。

　《　資源ごみ当番班　》　　　　　　　　午前6時15分 ～ 8時45分

19班

［　笑農和駐車場　］

　2班 20班

　　　月 　日　（曜日）

(金) 1班

25班

18-1班15班 16班

21班

18-2班 27班

14班

［　公民館　］ ［　あやめ台　］

町内会執行部関係者が、月・木曜日及び第2・第4土曜日 午前中(9時～12時ま
で) 公民館に常駐しています。                           　 ☎475-3502

14日

28日

(金)

 2月の班長会に班長対象に市生活環境課職員が上記について説明します。
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